
下川町新規就 農者等に関 する条例（案 ）  新旧対照表  

現行  改正案  

 

本則  

 

本則  

(定義 )  

第 2 条  この 条例 において、次の各号に 掲げる用語の 意義 は 、そ

れぞれ 当該各 号に定めると ころに よる 。  

(定義 )  

第 2 条  この条例 において、次の 各号に 掲げる 用語の意義 は、そ

れぞれ当該各 号に定めるところによる。  

( 1 )  新規就農体験者  新規就農を目 的 に 、町内 で短期間の 農

業体験を行う 者  

( 1 )  農業体験者  町 内で短期間の農 業体験を行 う者  

( 2 )  新規就農予定者  配偶者又は共 に 農 業経営 を行おうと す

る者 (以下 「共同経営 予定者 」という。 )を 有し、下川町 内で

農業経営を開 始することを 目的に、農 業技術を習得し よう と

する者  

( 2 )  新規就農予定者  下川町内で農 業経営を開 始する ことを

目的に、農業技術を習得し ようとする者  

( 3 ) ・ ( 4 )  ( 略 )  ( 3 ) ・ ( 4 )  ( 略 )  

2  前項第 1 号 から第 3 号に掲げ る者、 配偶者及 び共 同経営 予定

者は、 当初の 認定時において 2 0 歳 以上 5 5 歳 未 満の者とす

る。  

2  前項第 1 号から第 3 号に掲げ る者 （以下「新 規就農者等 」と

いう。）、認 定時において 2 0 歳以上 5 5 歳未満 の者とする。  

(認定申請 )  

第 3 条  前条 第 1 項第 1 号 から第 3 号に掲げ る 者 (以下「新規 就

農者等 」とい う。 )は 、あら かじめ 町長 に 申請し、認定 を受 け

なけれ ばなら ない。  

(認定申請 )  

第 3 条  新規就農 者等は、あらかじめ町 長に申 請し、認定 を受け

なければなら ない。  

(連携と協 力 )  

第 5 条  町は 、第 1 条の目的を達 成す るため、 下川町農業 委 員

会、農 協、下 川土地改良区 及び上 川農 業 改良普及セ ンター 上 川

北部支 所など と連携かつ協 力し、 新規 就 農者等の町 内にお け る

円滑な 研修等 の実施、住宅 及びに 就農 地 の情報提供 、就農 後 の

経営安 定に対 する助言指導 を行う とと も に、当該新 規就農 者 等

の研修 、就農 状況の把握を 行うも のと す る。  

(連携と協 力 )  

第 5 条  町は、第 1 条の目的を達 成す るため、下川町農業委員

会、農協、下 川土地改良区及び上川農業 改良普及セン ター上 川

北部支所など と連携かつ協力し、新規就 農者等におけ る円滑 な

研修等の実施 、住宅及びに就農地の情報 提供、就農後 の経営 安

定に対する助 言指導を行うとともに、当 該新規就農者 等の研

修、就農状況 の把握を行うものとする。  

(補助金等 の交付 )  

第 6 条  町は 、第 1 条の目的を達 成す るため、 次の各号に 掲 げる

事業に 対し、 予算の範囲内 におい て補 助 金等を交付 するこ と が

できる 。  

(補助金等 の交付 )  

第 6 条  町は、第 1 条の目的を達 成す るため、次の各号に掲げる

事業に対し、 予算の範囲内において補助 金等を交付す ること が

できる。  



( 1 )  新規就農体験支援事業  ( 1 )  農業体験支援事業  

( 2 ) ～ ( 4 )  ( 略 )  ( 2 ) ～ ( 4 )  ( 略 )  

2  (略 )  2  ( 略 )  

( 貸付金の 決定 )  

第 8 条  町は 、新 規就農予定者に対し 2 年を限 度として、 月 額 2

0 0 , 0 0 0 円以内を貸し付ける ことが できる。ただ し、町 長が 特

別に必 要と認 めた場合は、 1 年を限度 に 貸付期間 を延長する こ

とがで きる。  

(貸付金の 決定 )  

第 8 条  町は、新 規就農予定者に 対し 2 年を限度として、月額 2

0 0 , 0 0 0 円以内を貸 し付けることが できる 。ただし、町長が特

別に必要と認 めた場合は、かつ国等の補 助を受けてい ないと き

は、 1 年を 限度に 貸付 期間を 延長すること ができる。  

2  (略 )  2  ( 略 )  

 

別表 (第 6 条関 係 )  

 

別表 (第 6 条関係 )  

区分  種類  事業内 容  基準  期 間  

1  新

規就農

体験支

援事業  

( 1 )  

営農指

導費  

 営農 指導を行っ た

農家等 に対する、 指

導技術 料  

事業機 関等が

行う支 援措置

を含め 日額

3 , 0 0 0 円以

内  

6 月以 内  

2  新

規就農

予定者

支援事

業  

( 1 )  

研修旅

費補助  

 農業 技術習得の た

めの研 修等参加に 対

し、旅 費、参加費 、

資料代 等  

年額 1 0 万 円

以内  

新規就 農予

定者認 定を

受けた 月か

ら 2 年以内  

( 2 )  

実習費

用補助  

 営農 実習に必要 な

費用  

年額 1 0 万 円

以内  

( 3 )  

営農指

導費  

 営農 指導を行っ た

農家等 に対する、 指

導技術 料  

事業機 関等が

行う支 援措置

を含め 日額

3 , 0 0 0 円以

内  

3  新

規就農

者支援

事業  

( 1 )  

農地等

賃貸料

補助  

 事業 機関が行う 事

業によ り農地、農 業

用施設 等の賃貸借 契

約を締 結した場合 、

賃貸料の 1／

2 以内  

新規就 農者

認定を 受け

た年から 5

年以内  

区分  種類  事業内 容  基準  期間  

1  農

業体験

支援事

業  

( 1 )  

営農指

導費  

 営農指導を 行った

農家等に対す る、指

導技術料  

事業機関等が

行う支援措置

を含め日額

1 , 0 0 0 円以

内  

6 月以内  

2  新

規就農

予定者

支援事

業  

( 1 )  

研修旅

費補助  

 農業技術習 得のた

めの研修等参 加に対

し、旅費、参 加費、

資料代等  

年額 1 0 万円

以内  

新規就農予

定者認定を

受けた月か

ら 2 年以内  

( 2 )  

実習費

用補助  

 営農実習に 必要な

費用  

年額 1 0 万円

以内  

( 3 )  

営農指

導費  

 営農指導を 行った

農家等に対す る、指

導技術料  

事業機関等が

行う支援措置

を含め日額

3 , 0 0 0 円以

内  

3  新

規就農

者支援

事業  

( 1 )  

農地等

賃貸料

補助  

 事業機関が 行う事

業により農地 、農業

用施設等の賃 貸借契

約を締結した 場合、

賃貸料の 1 ／

2 以内  

新規就農者

認定を受け

た年から 5

年以内  



賃貸料  

( 2 )  

農業制

度資金

等補助  

 事業 機関が融資 す

る農地 、農業用施 設

等取得 のため借入 れ

た資金  

借入額の 1／

5 以内  

ただし 、 1 , 0

0 0 万円 を上

限とす る  

( 3 )  

固定資

産税補

助  

 農業 経営開始当 初

の農地 、農業用施 設

に固定 資産税が賦 課

された 場合、その 相

当額  

固定資 産相当

額  

発生し た時

点から 、 3

年以内  

( 4 )  

生活環

境整備

補助  

 生活 、住宅環境 の

整備を 行った場合 、

その費 用  

事業費の 1／

2 以内  

ただし 、 5 0

万円を 上限と

し、 1 世帯 1

回限り とする  

新規就 農者

認定を 受け

た年から 5

年以内  

4  そ

の他事

業  

( 1 )  

その他

補助  

 新規 就農支援上 特

別に必 要と認める 事

業  

予算に 定める

範囲内 で町長

が定め る額  

町長が 定め

る期間  

 

賃貸料  

( 2 )  

農業制

度資金

等補助  

 事業機関が 融資す

る農地、農業 用施設

等取得のため 借入れ

た資金  

借入額の 1 ／

5 以内  

ただし、 1 , 0

0 0 万円を上

限とする  

( 3 )  

固定資

産税補

助  

 農業経営開 始当初

の農地、農業 用施設

に固定資産税 が賦課

された場合、 その相

当額  

固定資産相当

額  

発生した時

点から、 3

年以内  

( 4 )  

生活環

境整備

補助  

 生活、住宅 環境の

整備を行った 場合、

その費用  

事業費の 1 ／

5 以内  

3 0 0 万円を 上

限とし、 1 世

帯 1 回限りと

する  

新規就農者

認定を受け

た年から 1 0

年以内  

4  そ

の他事

業  

( 1 )  

その他

補助  

 新規就農支 援上特

別に必要と認 める事

業  

予算に定める

範囲内で町長

が定める額  

町長が定め

る期間  

 

 


